[ 開発行為 ]

景観法届出チェックシート
【宝山寺参道沿道地区・仲之町参道区域】
	届出者の氏名
	

	行為の場所
	生駒市

	周辺景観の特性

	

	事項
	基　　準
	具体的な配慮又は工夫の内容
	※

	共 通 事 項
	・参道の趣きを尊重するとともに、参道と調和のとれた景観となるように配慮し、良好な沿道景観の維持に努めること。

	
	適
・否

	
	・参道から見える矢田丘陵や市街地への眺望を遮らないように配慮すること。

	
	適
・否

	
	・参道から見える生駒山の緑の稜線への眺望を遮らないように配慮すること。
	
	適
・否


※欄には、記入しないで下さい。
	事項
	基　　準
	適用
	具体的な配慮又は工夫の内容
	※

	開　発　行　為
	・できる限り現況の地形を生かし、地形の改変を必要最小限にするなど、長大なのり面又は擁壁が生じないよう配慮すること。
 
	有
・

無
	
	適
・
否

	
	・のり面は、できる限り緩やかな勾配とし、緑化を図ること。緑化に当たっては、郷土種を用いるなど、樹種の選定に配慮し、周辺の景観と調和を図ること。

	有
・

無
	
	適
・
否

	
	・擁壁は、良好な周辺の景観と調和した形態及び素材とすること、又は前面若しくは頂部の緑化など周辺の景観と調和を図ること。

	有
・

無
	
	適
・
否

	
	・行為地内に良好な樹木等がある場合は、これをできる限り保全し、活用すること。

	有
・

無
	
	適
・
否


※欄には、記入しないで下さい。
